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 由布市告示第８号 

  令和元年第２回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     令和元年６月７日 

                                由布市長 相馬 尊重 

 １ 期 日  令和元年６月14日金曜日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

佐藤 孝昭君         髙田 龍也君 

坂本 光広君         吉村 益則君 

田中 廣幸君         加藤 裕三君 

平松惠美男君         太田洋一郎君 

加藤 幸雄君         鷲野 弘一君 

甲斐 裕一君         渕野けさ子君 

佐藤 人已君         田中真理子君 

工藤 安雄君         長谷川建策君 

佐藤 郁夫君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 第２回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和元年６月14日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和元年６月14日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第６号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第７号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第８号 平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第８ 報告第９号 平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第９ 報告第10号 平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第10 報告第11号 平成３０年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 日程第11 報告第12号 平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 

 日程第12 報告第13号 平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第13 報告第14号 平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告について 

 日程第14 報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第15 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市一般会計

補正予算（第１号）」 

 日程第16 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例」 

 日程第17 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税特別措置条例の一部

を改正する条例」 

 日程第18 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「由布市介護保険条例の一部を

改正する条例」 

 日程第19 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市介護保険
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特別会計補正予算（第１号）」 

 日程第20 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて「由布市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」 

 日程第21 議案第39号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 日程第22 議案第40号 由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正について 

 日程第23 議案第41号 由布市湯布院健康温泉館条例の一部改正について 

 日程第24 議案第42号 由布市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第43号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第44号 由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第45号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第28 議案第46号 由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第29 議案第47号 由布市消防手数料条例の一部改正について 

 日程第30 議案第48号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第31 議案第49号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第32 議案第50号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第６号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第７号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第８号 平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第８ 報告第９号 平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第９ 報告第10号 平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第10 報告第11号 平成３０年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 日程第11 報告第12号 平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 
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 日程第12 報告第13号 平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第13 報告第14号 平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告について 

 日程第14 報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第15 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市一般会計

補正予算（第１号）」 

 日程第16 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例」 

 日程第17 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税特別措置条例の一部

を改正する条例」 

 日程第18 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「由布市介護保険条例の一部を

改正する条例」 

 日程第19 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市介護保険

特別会計補正予算（第１号）」 

 日程第20 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて「由布市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」 

 日程第21 議案第39号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 日程第22 議案第40号 由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正について 

 日程第23 議案第41号 由布市湯布院健康温泉館条例の一部改正について 

 日程第24 議案第42号 由布市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第43号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第44号 由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第45号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第28 議案第46号 由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第29 議案第47号 由布市消防手数料条例の一部改正について 

 日程第30 議案第48号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第31 議案第49号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第32 議案第50号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 
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５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 甲斐 裕一君        12番 渕野けさ子君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 長谷川建策君 

17番 佐藤 郁夫君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 栗嶋 忠英君        書記 一野 英実君 

書記 雨宮 輝明君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 太田 尚人君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 一尾 和史君 

財政課長 ………………… 馬見塚量治君   総合政策課長 …………… 佐藤 公教君 

税務課長 ………………… 河野 克幸君                       

監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 日野 正美君 

会計管理者 ……………… 首藤 康志君   建設課長 ………………… 佐藤  洋君 

水道課長 ………………… 佐藤 正秋君                       

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 佐藤 厚一君 

健康増進課長 …………… 馬見塚美由紀君  保険課長 ………………… 武田 恭子君 

商工観光課長 …………… 溝口 信一君   環境課長 ………………… 後藤 睦文君 

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大久保隆介君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 生野 浩一君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 哲男君 

消防長 …………………… 古長 清治君   代表監査委員 …………… 大塚 裕生君 



- 6 - 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（佐藤 郁夫君）  皆さんおはようございます。 

 これより令和元年第２回由布市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を

開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤 郁夫君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１４番、田中真理子さん、

１５番、工藤安雄君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２８日までの１５日間といたしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から６月２８日

までの１５日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、前期定例会終了後から今期定例会開会までの分を、お手元に資料

として配付いたしておりますので、お目通ししてください。 

 次に、市長の行政報告を受けます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  皆様、おはようございます。 

 本日は、年号が令和となり初となります令和元年第２回定例会の開会に当たり、委員の皆さん

には、公私ともに大変御多忙の中御出席をいただきまして、心から感謝を申し上げます。 

 間もなく梅雨入りを迎えますけれども、近年各地でこの時期、豪雨などの自然災害により大き

な被害が発生しております。 
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 先日、市内の防災パトロールを実施いたしましたが、今後も気象情報には十分注意しながら、

警戒態勢には万全を期してまいりたいと考えているところでございます。 

 さて、本定例会において提案を致すことにしております報告１０件、承認６件、議案１２件に

つきましては、どうか慎重な御審議をいただきまして、何とぞ御賛同をいただきますようお願い

申し上げます。 

 また、本日お手元に行政報告をお配りしております。御一読いただきますようお願い申し上げ

る次第ですけれども、少し時間をいただきまして、幾つかの項目につきまして御報告を申し上げ

ます。 

 まず、４月９日に第４４回全日本バトントワリング選手権大会へ出場されました挾間中学の渡

辺結愛さんと、由布川小学校の阿南友里さんが出場の報告がございました。 

 阿南さんは、見事に日本一の栄冠に輝き、また渡辺さんは、ジュニアの部で８月にフランスで

開催されます世界大会へ、日本代表として出場されることが決まりました。有志の未来を担う子

どもたちが活躍している姿に、大変うれしく思った次第です。 

 ５月９日には、津久見市で開催されました大分県市長会春季定例会へ出席をいたしました。定

例会では、九州市長会へ提案する議案や、大分県に対する要望事項などについて審議が行われま

した。 

 ５月１４、１５日には、宮崎県都城市で第１２４回九州市長会が開催され、基礎自治体が主体

性を持って行政運営が行うことができるよう、地域医療保健の充実強化、学校教育の充実、都市

財政の充実強化などについて、審議が行われました。 

 ５月１７日には、由布高等学校射撃部の皆さんが、全国大会出場の結果報告がございました。

下津源也さんは、全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会で見事優勝を果たし、佐藤高史郎さん、

河内和己さん、秀平拓希さん、この３名がジュニアビームライフル射撃競技の男子団体の部で見

事優勝を飾りました。全国大会の大舞台で活躍をされました。 

 ５月２９日には、市内の防災パトロールを実施し、危険と思われる箇所の現地視察や検討会を

開催し、関係機関との情報共有を図りました。 

 ６月１１日には、全国市長会の理事・評議員合同会議、そして翌１２日に、第８９回全国市長

会通常総会が開催され、出席をいたしました。 

 また、同じ日に、日本クアオルト協議会総会にも出席をし、第６回クアオルト協議会全国大会

の開催を含め、４議案を承認されたところでございます。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 以上、報告といたします。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  次に、由布大分環境衛生組合議会の報告をお願いします。 

 由布大分環境衛生組合議会議長、工藤安雄君。 

○由布大分環境衛生組合議会議長（工藤 安雄君）  皆さん、おはようございます。由布大分環境

衛生組合議長の工藤安雄です。由布大分環境衛生組合議会臨時会が開催されましたので、その概

要について報告をいたします。 

 令和元年第１回臨時会が、５月２８日午前１０時１５分から開催されました。会期は当日の

１日限りとし、議事事件は議案１件が上程されました。出席議員は７名でございました。議案に

ついて、管理者より提案理由の説明があり、事務局から監査委員の選任についての詳細説明を受

けました。 

 審議の結果でございますが、全員の賛成により、議会選出の監査委員として、大分市市議会選

出議員の甲斐高之議員を選任することに可決されました。 

 以上で、令和元年第１回由布大分環境衛生組合議会臨時会の報告を終わります。 

○議長（佐藤 郁夫君）  由布大分環境衛生組合議会の報告を終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願・陳情について 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第４、請願・陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に、請願・陳情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（栗嶋 忠英君）  事務局長です。 

 それでは、お手元に配付の請願並びに陳情文書表により朗読いたします。 

 まず、請願からいたします。なお、請願者、陳情者、紹介議員の氏名につきましては、敬称を

略させていただきます。また、付託委員会名は省略させていただきます。 

 受理番号１、件名、義務教育費・国庫負担制度の堅持を求める請願。請願者、由布市庄内町大

龍１８１８番地、大分県教職員組合由布支部執行委員長、坂本博之、紹介議員、加藤裕三。 

 次に、陳情を読み上げます。 

 受理番号２、件名、有償自家用運送でシャトルコースの費用対効果を上げ、沿線住民の暮らし

を便利にしてください、由布市湯布院町川上３１０５の２、谷千鶴。 

 受理番号３、件名、由布市第２次総合計画重点戦略プランに定められた有償自家用運送を湯布

院で実証実験してください、陳情者、由布市湯布院町川上２８５４の１、もっと便利なコミュニ

ティバスを考える会代表有馬義二、外１名。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ただいまの請願１件及び陳情２件については、会議規則第１４１条の規

定により、お手元に配付の請願及び陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 
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────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第６号 

日程第６．報告第７号 

日程第７．報告第８号 

日程第８．報告第９号 

日程第９．報告第１０号 

日程第１０．報告第１１号 

日程第１１．報告第１２号 

日程第１２．報告第１３号 

日程第１３．報告第１４号 

日程第１４．報告第１５号 

日程第１５．承認第２号 

日程第１６．承認第３号 

日程第１７．承認第４号 

日程第１８．承認第５号 

日程第１９．承認第６号 

日程第２０．承認第７号 

日程第２１．議案第３９号 

日程第２２．議案第４０号 

日程第２３．議案第４１号 

日程第２４．議案第４２号 

日程第２５．議案第４３号 

日程第２６．議案第４４号 

日程第２７．議案第４５号 

日程第２８．議案第４６号 

日程第２９．議案第４７号 

日程第３０．議案第４８号 

日程第３１．議案第４９号 

日程第３２．議案第５０号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、本定例会に提出されました日程第５、報告第６号から日程第１４、

報告第１５号までの報告１０件、日程第１５、承認第２号から日程第２０、承認第７号までの承

認６件、日程第２１、議案第３９号から日程第３２、議案第５０号までの議案１２件を一括上程
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します。 

 市長に、提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  それでは、上程いたしました議案につきまして、一括して提案理由を御

説明いたします。 

 本定例会で審議をお願いいたします案件は、報告１０件、承認６件、議案１２件でございます。 

 まず、報告第６号並びに報告第７号、専決処分の報告については、市道の管理可否により損害

を与えたことによる和解及び損害賠償を、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことについて、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 報告第８号、平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出については、

由布市土地開発公社理事会により、平成３０年度の事業報告及び決算が議決され、公有地の拡大

の推進に関する法律第１８条第３項の規定により書類の提出がありましたので、地方自治法第

２４３条の３、第２項の規定により報告するものでございます。 

 報告第９号、平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出については、

由布市土地開発公社理事会により、平成３１年度の事業計画及び収支予算並びに資金計画が議決

され、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第２項の規定により承認しましたので、地方自

治法第２４３条の３、第２項の規定により報告するものです。 

 報告第１０号、平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書については、湯布院複合施

設整備事業を含め２２の事業について、翌年度繰越額と繰越財源が確定しましたので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 報告第１１号、平成３０年度由布市一般会計事故繰越繰越計算書については、津々良奥江線と

白田線道路改良工事について、環境省との協議や工事次第の納入に不足の日数を要したことなど

の理由により、年度内に完成できなかったため、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定によ

り報告するものです。 

 報告第１２号、平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書については、

施設整備促進事業について、翌年度繰越額と繰越財源が確定いたしましたので、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により報告するものです。 

 報告第１３号、平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書については、建設改良費につ

いて、翌年度繰越額と繰越財源が確定いたしましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定

により報告するものでございます。 

 報告第１４号、平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告については、特に緊急を

要しましたことから、地方公営企業法第２４条第３項の規定により、平成３１年３月２９日付で

弾力条項を適用いたしましたので、同項の規定により報告するものでございます。 
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 報告第１５号、例月出納検査の結果に関する報告については、監査委員による監査報告ですの

で、代表監査委員より報告いたします。 

 承認第２号、平成３１年度由布市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求めること

については、歳入歳出にそれぞれ２,５５７万円を追加し、予算の総額を１８３億２６５万

３,０００円としましたことの承認をお願いするものでございます。 

 内容といたしましては、介護保険法施行令の改正による介護保険料低所得者の軽減強化に伴う

もので、緊急を要しましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年

４月１日付で専決処分を行ったものでございます。 

 承認第３号、由布市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまし

ては、原課の社会経済情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなものにする観点から、地方税

法等の改正が行われたことによるもので、緊急を要しましたことから、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、平成３１年３月２９日付で専決処分を行ったものです。 

 承認第４号、由布市税特別措置条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつ

いては、平成３１年３月３１日に適用期限を迎える山村振興法等に基づく政令が、国税の特別措

置等を踏まえて期限の延長が行われたことによるもので、緊急を要しましたことから、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月３０日付で専決処分を行ったものでございま

す。 

 承認第５号、由布市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについ

ては、介護保険法施行令の改正に伴い、介護保険料低所得者の軽減強化が図られたことによるも

ので、緊急を要しましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年４月

１日付で専決処分を行ったものでございます。 

 承認第６号、平成３１年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求

めることについては、介護保険料低所得者の軽減強化に伴うもので、歳入におきまして、保険料

から２,５５７万円を減額し、同額を繰入金に追加し、歳入歳出総額に増減はございません。緊

急を要しましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年４月１日付で

専決処分を行ったものでございます。 

 承認第７号、由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めること

につきましては、地方税法施行令の改正が行われたことによるもので、国民健康保険税の課税限

度額及び低所得者に係る軽減判定所得の見直しで、緊急を要しましたことから、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、３月２９日付で専決処分を行ったものでございます。 

 議案第３９号、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の

制定につきましては、使用料等について、消費税法及び地方税法の改正により、消費税及び地方
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消費税の税率が令和元年１０月１日に８％から１０％へ引き上げることを考慮し、消費税等相当

額の適切な転嫁を図るため、関係条例の整備を行うものでございます。 

 議案第４０号、由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正については、大鶴交流センターの施

設使用料について、同様に消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることを考慮し、消費税

相当額の転嫁を図ること並びに使用料の見直しをお願いするものでございます。 

 議案第４１号、由布市湯布院健康温泉館条例の一部改正についても同様に、地方税法及び地方

税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げることを考慮して、消費税等相当額

の転嫁を図ること並びに別表の使用料について、一部記載の変更をお願いするものでございます。 

 議案第４２号、由布市災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正については、災害弔慰金の

支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令が改正されたことに伴い、必要

な改正を行うものでございます。 

 議案第４３号、由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については、消費税法及

び地方税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることを考慮して、消費

税等相当額の転嫁を図ること並びに由布大分環境衛生組合における一般廃棄物処理手数料を改正

することによるものでございます。 

 議案第４４号、由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正については、地形の

状況等に配慮した道路整備を可能とするため、道路法及び道路構造令に基づき、市道道路、構造

の技術的基準等に関する条例の一部改正を行うものでございます。 

 議案第４５号、由布市簡易水道事業給水条例の一部改正については、消費税法及び地方税法の

改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることを考慮して、消費税等相当額の

転嫁を図ること並びに簡易水道事業の統合によるものでございます。 

 議案第４６号、由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正につきましても、消費税及

び地方消費税の税率が引き上げることを考慮して、施設使用料金に消費税相当額の転嫁を図るこ

と並びに由布市立阿蘇野小学校を廃校したことにより、別表の区分から同項の屋内運動場を削除

するものでございます。 

 議案第４７号、由布市消防手数料条例の一部改正につきましては、地方公共団体の手数料の標

準に関する政令が改正されたことに伴い、必要な改正を行うものでございます。 

 議案第４８号、由布市火災予防条例の一部改正については、不正競争防止法等の一部を改正す

る法律並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一

部を改正する省令が、それぞれ交付されたことに伴い、必要な改正を行うものでございます。 

 議案第４９号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出にそれぞれ

１,０３３万２,０００円を追加し、予算総額を１８３億１,２９８万５,０００円にお願いするも
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のでございます。 

 主な内容といたしましては、ラグビーワールドカップ開催に伴う消防救急体制整備事業費や、

幼児教育の無償化に伴うシステム改修費、プレミアム付き商品券助成事業の追加や、防犯カメラ

の設置補助などによるものでございます。 

 また、４月の人事異動に伴う給与費の組み替えと、第１回定例会で可決されました職員の給与

の特例に関する条例の一部改正に伴う給与の減額及び県内旅費日当の減額分を処置したものでご

ざいます。 

 議案第５０号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号）については、歳入及び

歳出予算から、それぞれ６万円を減額し、予算総額を４２億８,７０４万２,０００円にお願いす

るものです。 

 歳入では、国庫支出金を追加し、繰入金を減額、歳出では総務費を減額するものでございます。 

 以上、詳細につきましては、担当課長から説明をいたしますので、何とぞ慎重なる御審議の上、

御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、報告第１５号について、代表監査委員より報告を求めます。大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君）  代表監査委員の大塚です。 

 それでは、報告第１５号について御報告申し上げます。 

 報告第１５号、例月出納検査の結果に関する報告について。地方自治法第２３５条の２第３項

の規定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。令和元年６月１４日

提出。由布市代表監査委員大塚安雄。 

 １ページから２ページに報告の内容を記載しております。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、平成３１年１月分の例月出納検査を２月

２５日に、また２月分と３月分の例月出納検査を４月２５日に実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日現在の現金の在高と出納状況です。

現金の在高、出納関係諸表等の計数の正確性の検証と、現金の出納事務が適正に行われているか

を検査いたしました。 

 検査の結果、資料の計数は、諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められ

ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。 

 まず、報告第６号及び報告第７号について、続けて詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。報告第６号及び７号について、続けて詳細説明をさ
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せていただきます。 

 報告第６号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び

損害賠償の額を定めたことについて、同条第２項の規定により報告する。令和元年６月１４日提

出、由布市長。 

 ページをお開きください。 

 左のページには、平成３１年３月２９日付で専決処分を行いました専決処分書を添付しており

ます。 

 右のページは、当事者和解条件、損害賠償額等を記載しており、次のページには、路面や車両

の破損状況を示す写真を掲載しております。 

 事故の概要につきましては、平成３１年２月１８日午後１時００分ごろ、由布市庄内町阿蘇野

６４９７番地１３地先の市道長湯庄内湯ノ平線におきまして、甲の管理する市道にくぼみができ

ており、乙の知人が運転する乙所有の自動車が走行中、そのくぼみに落ち込み、乙の車両に損害

を与えたものでございます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本県事故に係る５０％の損害賠償金の支払い義務が

あることを認め、損害賠償の額を５,６７０円と定めたものでございます。 

 続きまして、報告第７号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同条第２項の規定により報告する。令和元年

６月１４日提出、由布市長。 

 ページをお開きください。 

 左のページ、令和元年５月２２日付で専決処分を行った専決処分書です。右のページに当事者、

和解条件、損害賠償額等を記載しております。 

 次のページには、車両の破損状況を示す写真を掲載しております。事故の概要につきましては、

平成３１年４月２０日午後９時ごろ、由布市挾間町赤野１５３９番地７付近の市道東行田代線に

おきまして、甲の管理する指導に落石があり、乙の所有する自動車が走行中に、これに衝突、乙

の車両に損害を与えたものとなっております。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る５０％の損害賠償金の支払い義務が

あることを認め、損害賠償の額を１１万２,６５５円と定めたものです。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、報告第８号及び報告第９号について、続けて詳細説明を求めます。

総合政策課長。 

○総合政策課長（佐藤 公教君）  総合政策課長です。 

 報告第８号並びに報告第９号につきまして、詳細説明をさせていただきます。 
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 初めに、報告第８号、平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて。地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業の経営状況を

説明する書類を、次のとおり提出をする。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 １枚めくってください。 

 １ページ目ですが、令和元年５月２８日に行われました由布市土地開発公社理事会におきまし

て、平成３０年度の事業報告及び決算が議決されました。公有地の拡大の推進に関する法律第

１８条第３項の規定により、事業報告書及び財務諸表が監査意見書とともに提出されましたので、

報告をするものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成３０年度由布市土地開発公社の事業報告になります。平成３０年度は、土地の取得及び処

分等の業務はございません。ただ、上段１、事業の概要に記載してありますとおり、管理業務と

して下湯平若者定住化団地用地取得借入金の利息７９万１,９３３円及び市道向原別府線用地取

得借入金利息１８０円を支払っております。また、下湯平若者定住化団地用地の貸付料としまし

て、３７万１,４０３円の収益がございました。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 ７ページ、平成３０年度の貸借対照表でございます。平成３１年３月３１日時点で、公社の

１年間の財政状況について、括弧書きをしております資産の部、中段の負債の部、下段の資本の

部で、それぞれ現在高を示しております。資産合計並びに負債と資本の合計が、ともに１億

９９３万８,９３９円となっております。 

 ８ページをお願いします。 

 損益計算書です。１年間の収益、費用、純利益を一覧表にして経営成績を示すものでございま

す。一番下の登記純利益については３７万１,８７０円となっております。 

 次に、隣の９ページをお願いします。 

 キャッシュフロー計算書です。１年間の現金や預金の動きを示す表でございます。一番下にご

ざいますが、現金及び現金同等物、期末残高は１,１５３万５,７９９円となっております。 

 内訳につきましては、ちょっと飛びますが、１３ページをお願いします。 

 １３ページ、現金及び預金明細でございます。普通預金の年度末残高は７５０万２,１８６円

で、その下の定期預金残高は４０３万３,６１３円となっております。 

 済みません。戻りまして１０ページをお願いします。 

 １０ページは、販売費及び一般管理費の表になっております。人件費と諸経費合わせて１０万

３,８５２円の内訳を記載しております。 

 続きまして、１１ページ、準備金の計算書でございます。前年度繰越準備金１,１１６万
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８,４２９円に、当期純利益３７万１,８７０円を加えまして、１,１５４万２９９円が当期準備

金となります。下段の準備金処理計算書にありますとおり、次期繰越準備金として処理をしてお

ります。 

 １２ページをお願いします。財産目録です。 

 中段の資産の合計の１億９９３万８,９３９円から、下段の負債の合計８,５３９万８,６４０円

を差し引いた２,４５４万２９９円が純資産になります。 

 先ほど説明しました１３ページの現金及び預金明細表に関する資料として、１４ページ以降に

残高証明書等を添付しております。御一読をお願いします。 

 最後に３０ページ、３１ページをお願いします。 

 平成３０年度中間監査並びに決算に係る監査意見書を添付しております。 

 以上で、報告第８号の詳細を終わります。 

 続きまして、報告第９号です。 

 平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出について。地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類を次のとおり

提出する。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。 

 平成３１年３月１４日に由布市土地開発公社理事会におきまして議決されました１ページの平

成３１年度事業計画についてですが、その表にありますとおり、公有地取得事業の管理利息とし

て２件、下湯平若者定住活性化事業及び市道向原別府線道路用地取得事業の借入金利息のみの計

画となっております。公有地の新規取得計画はございません。 

 ２ページ以降は、平成３１年度の予算となっております。 

 ２ページの収益的収入につきましては、附帯的事業収益補助金等収益、受取利息で９０万

２,０００円、収益的支出は、一般管理費と支払い利息並びに予備費で９０万２,０００円を計上

しております。 

 資本的収入につきましては、短期借入金６,７３９万９,０００円を計上しており、支出で同額

の短期借入返済金を計上しております。 

 また、３ページの第５条で、平成３１年度の借入限度額を６,７３９万９,０００円と定めてお

ります。 

 また、４ページから５ページまでは、予算の実施計画を記載しております。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 平成３１年度の資金計画でございます。前年度と比較して、ほぼ変わりはございません。 

 ７ページ以降９ページまでは、予定の貸借対照表、予定の損益計算書、予定のキャッシュフ
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ロー計算書を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上で、詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、報告第１０号及び報告第１１号について、続けて詳細説明を求め

ます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。報告第１０号並びに報告第１１号について、詳細説

明をいたします。 

 報告第１０号、平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について。地方自治法施行

令第１４６条の第２項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰り越したので報告す

る。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書です。平成３０年第４回定例会で８件、平

成３１年第１回定例会で１４件の繰越明許をお願いしてございます。 

 この２２件の事業について、明許繰り越しを行いました。翌年度繰越額の合計が、８億

５,１５１万５,０００円となっております。 

 次に、報告第１１号をお願いいたします。 

 報告第１１号、平成３０年度由布市一般会計事故繰越繰越計算書について、地方自治法施行令

第１５０条第３項の規定により、事故繰り越しに係る歳出予算の経費を繰り越したので報告する。

令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 平成３０年度由布市一般会計事故繰越繰越計算書です。 

 ８款の土木費道路橋梁費におきまして、津々良奥江線では、環境省との協議や天候不順等によ

る盛土の地盤補強、白田線では、ＮＴＴ柱の移転工事や工事資材の納入に不測の日数を要したな

どの理由によりまして、年度末までに工事を完了できなかったもので、繰越額は５,６４８万

４,７２０円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、報告第１２号から報告第１４号まで、続けて詳細説明を求めます。

水道課長。 

○水道課長（佐藤 正秋君）  水道課長でございます。 

 報告第１２号から第１４号までについて、詳細説明を申し上げます。 

 報告第１２号、平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許に係る歳出予算の経費を繰り越したの

で報告する。令和元年６月１４日提出、由布市長。 
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 裏面をごらんください。 

 平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。市道改良工事

繰り越しに伴い、市道深谷峠線水道管の移設工事及び市道塚原線道路改良工事に伴う排水管の移

設工事にかかる当初予算額１,１７０万円のうち、９４２万円を繰り越しましたので報告するも

のでございます。 

 次に、報告第１３号、平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企

業法第２６条第３項の規定により、次の繰越計算書のとおり報告する。令和元年６月１４日提出、

由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書でございます。市道改良工事繰り越しに伴い、

市道筒口線改良工事に伴う配水管の移設工事について、建設改良費予算計上額９３０万円のうち、

４００万円を翌年度で繰り越しましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、報告

するものでございます。 

 続きまして、報告第１４号、平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告について。

地方公営企業法第２４条第３項の規定により、平成３０年度由布市水道事業会計について、別紙

のとおり弾力条項を適用したので報告する。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用書でございます。 

 弾力条項適用理由といたしましては、平成３０年度予算において、決算見込み時より一般加入

金の増と資本的支出における工事請負費等の支出額の減により、決算時における消費税額が予算

を超えて支出することとなりました。 

 地方公営企業法第２４条３項に基づき弾力条項を適用し、消費税の支出を行いましたので、収

入支出とも適用額の１３０万９,０００円となっており、地方公営企業法第２４条３項の規定に

より報告をするものでございます。 

 弾力条項とは、地方公営企業は、企業として経済情勢に対応して、機動的な経営ができるよう

に、一般会計と異なる予算の弾力化、資産の特例が認められており、業務量の増加に伴い、収益

が増加することが認められる場合においては、当該業務に直接必要な経費に限り、予算超過支出

が認められております。このことが地方公営企業法第２４条３項で定められている弾力条項とな

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、承認第２号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  それでは、承認第２号について詳細説明をいたします。 
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 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項規定により、

平成３１年度由布市一般会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書です。平成３１年４月１日付で専決処分を行っております。 

 それでは、予算書のほうをお願いいたします。表紙をお開きください。 

 平成３１年度由布市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,５５７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１８３億２６５万３,０００円とする。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。平成３１年４月１日専決、由布市長。 

 予算書６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算でございます。介護保険法施行令などの改正により、低所得者に対する介護保険

料の軽減強化が図られることになりました。この財源は、国２分の１、県４分の１、市４分の

１の負担割合となっているため、その所有額を計上してございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳出予算です。介護保険特別会計に２,５５７万円を繰り出すものです。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、承認第３号及び承認第４号について、詳細説明を求めます。税務

課長。 

○税務課長（河野 克幸君）  税務課長です。承認第３号及び承認第４号について、詳細説明をい

たします。まず、承認第３号について、詳細説明をさせていただきます。 

 承認第３号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、由布市税条例等の一部を改正する条例を、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定により、これを報告し、承認を求める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書です。平成３１年３月２６日付で専決処分を行っております。 

 それでは、１６ページからの新旧対照表をお願いいたします。 

 左上に由布市税条例の新旧対照表（第１条関係）とございますが、今回の改正は、第１条から

第５条までございます。これは、一つの条文の執行日ごとでの段階的改正及び以前の改正条例の

改正を行うための措置でございます。 

 また、条文中の元号につきましては、今後、地方税法等の改正が行われ次第、㏿やかに改正を
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行ってまいります。 

 それでは、１６ページより説明に入ります。 

 説明中、条文が前後いたしますが、御了承いただきますようお願いいたします。 

 まず、１６ページの第３４条の７、次に１８ページの附則第７条の４、１９ページの附則第

９条、２０ページの附則第９条の２は、ふるさと納税の対象を総務大臣が指定する制度の見直し

による改正でございます。 

 １６ページに戻っていただきまして、附則の第７条の３の２は、取得税の住宅ローン控除の改

正により延長される控除期間における住宅借入金特別税額控除にかかる申告要件の廃止に伴う改

正でございます。 

 続きまして、２１ページをお願いいたします。 

 ２１ページの附則第１０条の２は、固定資産税等の課税要件の特例の追加に伴う地方税法附則

第１５条の項税に伴う改正でございます。 

 続きまして、２２ページをお願いいたします。 

 ２２ページの附則第１０条の３は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋にかかる税額の適用

を受けようとするものがすべき申告についての規定並びに項税等による改正でございます。 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。 

 ２６ページの附則第１０条の４は、熊本地震に係る固定資産税の特例を受けようとするものが

すべき申告について規定する改正でございます。 

 では、２８ページをお願いいたします。 

 ２８ページの附則第１６条及び３３ページ、３３ページの附則第１６条の２は、軽自動車の経

年車重課を、平成３１年度に限ったものとし、平成２９年度分の部品化特例の削除を行う改正で

ございます。 

 続きまして、３４ページをお願いいたします。 

 ３４ページの第３６条の２及び次の３７ページの第３６条の４は、市県民税申告書控除額欄の

記載事項の簡素化による改正でございます。 

 ３４ページに戻っていただきまして、第３６条の３の２及び次の３５ページの第３６条の３の

３は、個人住民税の非課税措置へ、単身の児童扶養者を追加することに伴う扶養親族申告書への

記載事項の追加による改正でございます。 

 続きまして、３７ページをお願いします。 

 ３７ページの附則第１５条の２及び次の３８ページの附則第１５条の２の２、３９ページの附

則第１５条の５は、平成３１年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間に実測した３人以

上の軽自動車で、環境性能割の税率が１％のものを非課税とし、２％のものを１％とする臨時的
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軽減の規定の新設と、環境性能割の賦課徴収の特例として、県が賦課徴収を行う際の規定の整備

による改正でございます。 

 続きまして、４０ページをお願いいたします。 

 ４０ページの附則第１６条及び、少し飛びますが４３ページ、４３ページの附則第１６条の

２は、軽自動車税種別割の経年車重課の規定を整備し、平成３２年度及び３３年度のグリーン化

特例を新設するとともに、種別割の賦課徴収を行う際の特例を設ける改正でございます。 

 ４５ページをお願いします。 

 ４５ページの第２４条は、市県民税の非課税措置に、単身の児童扶養者を追加することによる

改正でございます。 

 同じく４５ページの附則第１６条及び４６ページの附則第１６条の２は、軽自動車税種別割の

平成３４年度分及び３５年度分のグリーン化特例を、電気自動車等に限った上で新設をする改正

でございます。 

 続きまして、４８ページをお願いします。 

 ４８ページの第１条の２は、平成２９年３月２７日に交付しました条例改正のうち、軽自動車

税環境性能割の特例に係る改正の未施行分と、今回の改正の整合性を図るための改正でございま

す。 

 続きまして、４９ページの第１条及び最後のページですが、５２ページの附則第１条、第２条

は、内国法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創生に伴う申告書等の提出方

法の柔軟化、電気通信回路の故障、災害その他の理由により、電子情報処理組織を使用すること

は困難であると認められる場合の憂慮措置についての規定による改正でございます。 

 大きく戻っていただきまして、１２ページをお願いします。 

 １２ページの下段から、この附則にそれぞれの規定の施行期日及び経過措置等を記載しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、承認第３号の詳細説明を終わります。 

 続きまして、承認第４号について、詳細説明をさせていただきます。 

 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、由布市税特別条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により、これを報告し、承認を求める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書です。平成３１年３月３１日付で専決処分を行っております。それでは、内容につ

いて御説明を申し上げます。 

 ２ページからの新旧対照表をお願いいたします。 
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 この一部改正につきましては、平成３１年総務省令第４４号の交付に伴い、改正を行うもので

ございます。 

 第２条は、産業振興施策促進区域における山村振興法に基づく制度を設置する事業者に対する

固定資産税の不均一課税の対象となる期間を２年延長する改正でございます。 

 第３条は、過疎地域において、過疎地域自立促進特別措置法に規定する施設を設置する事業者

に対する固定資産税の課税免除の対象となる期間を２年延長する改正でございます。 

 第４条は、地域経済牽引事業促進法に規定する促進区域において、促進区域対象施設を設置す

る事業者に対する固定資産税の課税免除の対象となる期間を２年延長する改正でございます。施

行日は平成３１年４月１日からとなります。 

 以上で、承認第４号の詳細説明を終わります。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、承認第５号及び承認第６号について、詳細説明を求めます。健康

増進課長。 

○健康増進課長（馬見塚美由紀君）  健康増進課長です。 

 承認第５号と承認第６号について、詳細説明申し上げます。 

 まず、承認第５号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、由布市介護保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書でございます。平成３１年４月１日付で由布市介護保険条例の一部を改正する条例

につきまして、介護保険法施行令の一部を改正に伴いまして、条例の改正を行ったものでござい

ます。 

 介護保険法施行令の一部改正によりまして、保険料の減額、賦課の基準が改正され、第１号要

件者について、低所得者の保険料の軽減強化が行われております。 

 由布市の第７期介護保険事業計画、期間平成３０年度から３２年度まででございますが、保険

料所得段階が１０段階ございます。今回の改正で、世帯全員が市民税非課税世帯に該当する第

１段階から第３段階について、消費税率引き上げによる増収分の公費を財源として、低所得者の

保険料軽減を強化いたします。 

 第１段階、介護保険料の減額賦課による年間の保険料金額は、３万５,０１９円から２万

９,１８２円に、第２段階では、保険料年額５万８,３６５円から４万８,６３７円に、第３段階

では、保険料年額５万８,３６５円から５万６,４１９円となります。 

 続きまして、承認第６号です。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定によ
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り、平成３１年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。令和元年６月１４日提出、

由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 平成３１年４月１日付で専決処分を行っております。 

 承認第５号で、条例改正の保証人をお願いしておりますが、介護保険法施行令改正による介護

保険料低所得者の軽減強化に伴うものでございます。 

 予算に関する説明書６ページをお願いいたします。 

 歳入１款１項１目第１号被保険者保険料を２,５５７万円減額しまして、同額を７款１項４目

低所得者保険料軽減繰入金として追加をお願いするものです。 

 歳出につきましては、８ページ以降にございますが、歳入の変更に伴いまして、財源内訳を変

更しております。 

 したがいまして、歳入歳出総額の変更はございません。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、承認第７号について、詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（武田 恭子君）  保険課長でございます。承認第７号について、御説明いたします。 

 承認第７号、専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 このページには、平成３１年３月２９日付で行いました専決処分書を添付しております。 

 次のページは、由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正分を載せておりますが、

改正内容の説明につきましては、新旧対照表により御説明させていただきます。 

 １枚めくってください。 

 第３条第２項につきましては、基礎課税額の課税限度額を５８万円から６１万円とするもので

あります。 

 第２２条につきましては、保険税の軽減による減額後の基礎課税額の課税限度額につきまして

も、５８万円から６１万円と変更するものです。 

 第２号につきましては、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

の数に乗ずべき金額を、現行２７万５,０００円から２８万円に、第３号につきましては、２割

軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行

５０万円から５１万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象世帯の拡大を図るものでございます。 



- 24 - 

 附則といたしまして、この条例の施行期日を、平成３１年４月１日とさせていただいておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ここで、暫時休憩します。再開は１１時１５分とします。 

午前11時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（佐藤 郁夫君）  再開します。 

 次に、議案第３９号について、詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。議案第３９号の詳細説明をいたします。 

 議案第３９号、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例を、

別記のように定める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 次のページ以降に、条例の一部改正案を列記しております。 

 内容としましては、市営駐車場を始め、市の各施設の使用料、水道使用量などを規定した条例

２３本の条例を一つの条例議案にて改正するものです。 

 改正内容が多岐にわたりますので、議長の許可をいただきまして、議案説明資料として、消費

税転嫁一覧表を本日お配りさせていただきました。条例ごと、施設ごとに、記載をしております

ので、御参照いただきたいと思います。 

 また、資料の９ページ以降に、本議案３９号以外の、今回上程いたしました議案の消費税率の

改定状況も掲載をしております。あわせて御参照ください。 

 今回の消費税率引き上げによる使途は、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障

給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に当てられ、市町村への交付金を含む引き

上げ分の地方消費税収入については、先ほど述べました社会保障４経費のほかに、社会福祉、社

会保険、保健衛生といった社会保障施策の要する経費に充てられることになっております。 

 消費税及び地方消費税につきましては、事業者が価格へ転嫁することを通じまして、最終的に

消費者に負担を求めるものとなっております。 

 今回の条例改正は、一例として、公民館などの施設を利用する場合、電気料金なども消費税分

増加をいたします。値上がりをして、施設の維持管理費が上昇することになりますので、その分

は施設を利用していただく方に御負担をいただくよう、消費税を適正に転嫁した金額となるよう

に見直しを行うものでございます。 

 以上で、詳細説明を終わります。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４０号について、詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（佐藤 公教君）  総合政策課長です。詳細説明をさせていただきます。 

 議案第４０号、由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正について。由布市地域活性化拠点施

設条例の一部を改正する条例を、次のように定める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 裏面をお開きください。 

 この改正につきましては、庄内町の大鶴交流センターの施設の使用料について、消費税及び地

方消費税の税率の引き上げに伴いまして、消費税等相当額を適切に加算するものでありまして、

あわせて施設使用料につきまして、改正をお願いをするものでございます。 

 次のページの横書きの新旧対照表をごらんください。 

 右半分の改正案のアンダーラインが改正部分でございます。 

 消費税率の引き上げに伴い、大鶴交流センターの１時間当たりの施設の使用料を、部屋ごとに

消費税相当額として加算をしております。 

 また、冷暖房使用につきましては、これまでは一律に設定をしておりましたが、今改正で、空

調機器の能力に合った部屋ごとに使用料を設定することとしたものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４１号について、詳細説明を求めます。健康増進課長。 

○健康増進課長（馬見塚美由紀君）  健康増進課長でございます。 

 議案第４１号の詳細説明をいたします。議案第４１号、由布市湯布院健康温泉館条例の一部改

正について。由布市湯布院健康温泉館条例の一部を改正する条例を、別記のように定める。令和

元年６月１４日提出、由布市長。 

 提案理由、平成２４年法律第６８号による消費税法及び平成２４年法律第６９号による地方税

法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、消費税等相当額の

転嫁を図ること、並びに記載の変更を行うことによる。 

 ２枚めくっていただきたいと思います。新旧対照表をごらんください。 

 下線部分が主な変更箇所となっております。ほとんどの部分につきましては、消費税引き上げ

に伴う使用料の変更でございますが、一部２カ所、記載の変更がございます。 

 消費税引き上げに伴う使用料の変更につきましては、議案第３９号と同趣旨により、消費税分

を増額しております。記載変更箇所につきましては、まず１点目でございますが、法人会員制割

引券の項目がございます。 

 子ども料金の後の括弧書きの中ですが、改正案では６２０円となっております。これは、前の

ページの一般風呂とプールの使用料６２０円に該当いたします。 

 この部分が、現行では４１０円とありますが、これは４１０円ではなく、本来ですと６１０円
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でございました。使用料に影響はございませんが、今回変更しております。 

 続いて２カ所目となります。 

 次のページで、現行中の多目的ホール、ギャラリー使用料の後の括弧は、市民料金という部分

ですが、改正部分では削除しております。 

 現行におきまして、多目的ホール、ギャラリー使用料につきましては、市民料金はございませ

んので、削除しております。 

 以上、２カ所が記載の変更部分となっております。 

 消費税引き上げに伴う使用料の変更に合わせ、一部記載の変更をお願いいたします。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４２号について、詳細説明を求めます。福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（佐藤 厚一君）  福祉事務所長です。 

 議案第４２号について、御説明いたします。 

 議案第４２号、由布市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例を、別記のように定める。 

 今回の一部改正は、災害援護資金の貸付利率、償還方法等について、災害弔慰金の支給等に関

する法律等の改正により行うものです。 

 裏面をごらんください。左のページは改正分になります。 

 内容につきましては、右のページの新旧対照表により御説明いたします。 

 第１４条第１項では、保証人に関することの改正であります。これまで災害援護資金の貸し付

けには、必ず保証人を立てることが義務づけられておりましたが、さきの東日本大震災では、特

例により保証人を立てない場合でも貸し付けが認められたことを踏まえ、所要の改正を行った災

害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する政令が交付されたことにより、保証人を立てな

い場合も条例で定めるものであります。 

 第２項では、災害援護資金の貸付利率について、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を

立てない場合は据え置き期間経過後は、年１％とするものであります。 

 第３項では、保証人の保証債務に関する規定でありますが、違約金についても、保証債務に含

まれることとしております。 

 第１５条第１項では、災害援護資金の償還方法につきまして、これまでの年賦償還、半年賦償

還に加えまして、月賦償還を追加するものでございます。 

 第３項では、条ずれによる規定の整備です。 

 それでは、前の左のページの改正分をお願いいたします。 

 下段の附則第２項の経過措置についてでございますが、この改製条例は、平成３１年４月１日
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以降に生じた災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて

適用しますが、第１５条第２項の償還方法の月賦払いについては、既に由布市が貸し付けた災害

援護資金についても適用されることとなります。 

 以上で、議案第４２号の詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４３号について詳細説明を求めます。環境課長。 

○環境課長（後藤 睦文君）  環境課長です。 

 議案第４３号につきまして、御説明いたします。 

 議案第４３号、由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。由布市廃棄物

の処理及び清掃に関する条例、平成１７年条例、第１４２号の一部を改正する条例を別記のよう

に定める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、市町答弁のとおりでありまして、消費税法及び地方税法の改正によ

り、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴いまして、消費税相当額の転嫁を図

ること、並びに由布大分環境衛生組合における一般廃棄物処理手数料を改正することによるもの

であります。 

 別表の１０ページにお示しの由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正、新旧対照

表をごらんください。 

 一般廃棄物の部、し尿及び浄化槽汚泥の款に限りましては、由布大分環境衛生組合における一

般廃棄物処理手数料を改正すること、並びに消費税法及び地方税法の改正により、消費税及び地

方消費税の税率が引き上げられることに伴います消費税等相当額の転嫁によるものです。 

 市長と特に契約したもの、収集運搬処理免除の項中、こちらは陸上自衛隊湯布院駐屯地様であ

りますが、１８リットルにつき１４６円を１６９円に、同款収集運搬処理の項中、こちらは陸上

自衛隊日出生台演習場様を指しますが、１８リットルにつき３２２円以内を３３６円以内に、同

部し尿及び浄化槽汚泥以外の廃棄物、合併前の湯布院町の区域に限るの款、こちらは先ほど申し

上げました消費税等相当額の転嫁だけによるものでございます。 

 市長が指定する保管施設にみずから搬入するものの項中、軽トラック１,０２０円を１,０４０円

に、２トントラック以下、２,０５０円を２,０９０円に、同款個別収集のものの項中、軽トラッ

ク３,０８０円を３,１４０円に、２トントラック以下、４,１１０円を４,１９０円に、同款搬入

された廃家電を、指定保管所まで市が運搬する場合の項中、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、

冷凍庫、それぞれ１台につき２,０５０円を２,０９０円に改めるものでございます。 

 以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４４号について詳細説明を求めます。建設課長。 
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○建設課長（佐藤  洋君）  建設課長です。 

 議案第４４号について詳細説明をいたします。 

 議案第４４号由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について、由布市市道

の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例を、別記のように定める。令和元年

６月１４日提出、由布市長。 

 次にページをお開きください。 

 今回の条例の一部改正につきましては、急傾斜地での道路整備を可能とするため、道路法及び

道路構造令に基づき、市道道路の構造の技術的基準等を改めるものでございます。 

 道路整備計画設計の基本となります縦断勾配は、地形の状況等を配慮しまして、道路区分第

１種、第２種及び第３種における普通道路設計㏿度２０キロメートルにつきましては、縦断勾配

を１２％から１５％に、また合成勾配につきましては、設計㏿度３０キロメートルまたは２０キ

ロメートルの道路は、１２.５％から１６.２％にと、それぞれ引き上げ可能と改めるものでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４５号について、詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（佐藤 正秋君）  水道課長でございます。 

 詳細説明を申し上げます。 

 議案第４５号、由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について。由布市簡易水道事業給水条

例の一部を改正する条例を、別記のように定める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 今回の一部改正の理由といたしましては、消費税法及び地方消費税法の改正により、消費税及

び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、消費税等相当額の転嫁を図ること、並びに簡

易水道事業の統合により、一部改正を行うものとなっております。 

 ２枚めくっていただきまして、由布市簡易水道事業給水条例の一部改正新旧対照表をごらんい

ただきたいと思います。 

 第２３項第１項第１号の表、一般家庭の項中、１,２９６円を１,３２０円に、１６７円４０銭

を１７０円５０銭に改め、その他の用途別に応じて改定を行うものでございます。 

 湯平簡易水道に統合されたことに伴い、同項第２号の点、下湯平簡易水道を削り、同項アの表、

一般用の項中、９２５円５６銭を９４２円７０銭に、１０２円６０銭を１０４円５０銭に改め、

その他用途別において改定を行うものでございます。 

 次に、第３０条第１項、表１３ミリメートルの項中、１０万８,０００円を１１万円に改め、

同表２０ミリメートルの項中、２１万６,０００円を２２万円に改め、その他合計別において、

改定を行うものでございます。 
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 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４６号について、詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（衛藤 哲男君）  教育次長でございます。 

 詳細説明を申し上げます。 

 議案第４６号、由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正について。由布市立学校施

設等の管理に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。令和元年６月１４日、由

布市長。 

 １枚めくってください。右側の新旧対照表をごらんください。 

 阿蘇野小学校が廃校になったことに伴い、第１条に係る別表中から阿蘇野小学校屋内運動場を

削除するものでございます。 

 なお、阿蘇野小学校屋内運動場は、今後、同表最下段の学校統廃合により廃校となった施設の

屋内運動場に該当することとなります。 

 次のページをめくってください。 

 次のページは、第２条に変わる別表の新旧対照表でございます。 

 これは、消費税法及び地方税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられる

ことに伴い、消費税等相当額の転嫁を図るものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４７号及び議案第４８号について、詳細説明を求めます。

消防長。 

○消防長（古長 清治君）  消防長でございます。 

 議案第４７号、第４８号について、詳細説明を行います。 

 議案第４７号、由布市消防手数料条例の一部の改正について、由布市消防手数料条例の一部を

改正する条例を別記のように定める。令和元年６月１４日、由布市長。 

 今回、地方公共団体の手数料表示に関する政令の一部改正に伴い、必要な改正を行うものでご

ざいます。 

 １枚めくって、新旧対照表をごらんください。 

 浮き屋根式特定屋外貯蔵所及び浮きふた付特定屋外タンク貯蔵所のうち、貯蔵最大数量１万キ

ロリットル以上５万キロリットル未満の設置可能な申請にかかわる申請手数料を改正するもので

ございます。 

 次に、議案第４８号について詳細説明を行います。 

 議案第４８号、火災予防条例の一部改正について。由布市火災予防条例の一部の改正をする条

例を別記のように定める。令和元年６月１４日提出、由布市長。 



- 30 - 

 今回、不正競争防止法等の一部を改正する法律並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関する

条例の制定に関する基準を定める政令の一部を改正する省令が、それぞれ交付されたことに伴い、

必要な改正を行うものでございます。 

 新旧対照表の２ページをごらんください。 

 １６条につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律において、工業標準法が産業

標準法に、日本工業規格が日本産業規格に、それぞれ改められるものでございます。 

 第２９条の５、第１号につきましては、作動時間６０秒以内とあるのは、現行の閉鎖式スプリ

ンクラーヘッドの技術上の規格省令を定める省令において、種別が１種ということもあることで

あり、現行の規格省令に合わせるため改正するものでございます。 

 第６号につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例に制定する基準に定める

省令の一部改正により、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災機器

も免除することが可能となる旨を加えるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第４９号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。 

 議案第４９号、令和元年度由布市一般会計補正予算の詳細説明をいたします。予算書に沿って

説明をさせていただきます。 

 表紙をお開きください。 

 議案第４９号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号）。改元に伴いまして、令和元年

度予算を統称するために、予算総則の頭に次の一文が入ってございます。 

 元号を定める政令の施行に伴い、施行日以降は、平成３１年度由布市一般会計予算の名称を令

和元年度由布市一般会計予算とし、予算書における年度表記については、平成３１年度を令和元

年度と読みかえるものとし、平成３２年度以降も同様とする。 

 令和元年度由布市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,０３３万２,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８３億１,２９８万５,０００円とする。第２条歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入

歳出予算補正による。第２条地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正による。令和元年６月

１４日提出、由布市長。 

 それでは、１ページをお開きください。 

 第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を計上してございます。 

 次に、３ページをお開きください。 
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 済みません。第２表地方債補正です。自然災害防止対策事業の追加と、補助金の内示による組

み替えなどにより、３件の変更をお願いしてございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。ここからが歳入の詳細となっております。 

 １８款の指定寄付金５０万円につきましては、防災事業への指定寄附となっております。 

 次に、１１ページをお願いいたします。ここからが歳出となってございます。 

 歳出予算中の給与管理費につきましては、４月の人事異動に伴う職員給与費の組み替えや、給

与の特例に関する条例改正による減額、旅費については、県内日当の変調による減額となってい

ますので、各項目での説明は省略させていただきます。 

 それでは、２０ページをお開きください。 

 中段の区分４、湯布院コミュニティ施設管理事業は、重点道の駅ゆふいん整備推進協議会等の

謝金と、狭霧台園地のトイレ改修の設計費となっております。 

 その下の区分１、防犯体制確立事業は、湯布院の平成通りに防犯カメラを設置するものの補助

となってございます。 

 それでは、２８ページをお願いいたします。 

 中段の区分２、プレミアム付き商品券助成事業については、商品券や購入引き換え券を偽造防

止加工とする必要があることから、印刷代などを追加するもので、全額国費となってございます。 

 それでは、３４ページをお願いいたします。 

 中段の区分２、保育所活動推進事業は、幼児教育の無償化に伴うシステムの改修費となってお

ります。 

 それから、その下の区分１、ひとり親家庭等自立支援事業は、未婚の児童扶養手当需給者に対

する臨時交付金となっております。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 一番下の区分１、それから次のページの区分２の道路整備事業については、社会資本整備総合

交付金の内示などにより、事業の内容を組みかえておられます。 

 それでは、４６ページをお願いいたします。 

 区分３の消防資機材整備事業は、ラグビーワールドカップの開催に伴う消防救急体制機械器具

を整備するもので、財源は県補助金となっております。 

 それから、その下にあります区分２の災害対策環境整備事業の消耗品につきましては、先ほど

歳入で御説明いたしました指定寄附により、アレルギー対応の備蓄食料を購入するものでござい

ます。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 一番下の区分１、小学校特別支援員活用事業は、川西小学校の養護教諭の大体分の賃金となっ
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てございます。 

 それから、５２ページをお願いいたします。 

 区分２、社会教育活動推進事業は、岳本自治公民館、佐平治自治公民館、下市自治公民館の整

備補助金となっております。 

 それでは、５４ページをお願いいたします。 

 中段の区分１、交流体験施設維持管理事業は、ゆふの丘プラザの国道側に傾いた樹木の伐採業

務となってございます。 

 以上が、補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、議案第５０号について、詳細説明を求めます。健康増進課長。 

○健康増進課長（馬見塚美由紀君）  健康増進課長でございます。 

 議案第５０号の詳細説明をいたします。 

 議案第５０号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号）。元号を改める政令、

平成３１年政令第１４３号の施行に伴い、施行日以降は平成３１年度由布市介護保険特別会計予

算の名称を、令和元年度由布市介護保険特別会計予算とし、予算書における年度表記については、

平成３１年度、令和元年度と読みかえるものとし、平成３２年度以降も同様とする。 

 令和元年度由布市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４２億８,７０４万２,０００円とする。 

 ２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出補正予算による。令和元年６月１４日提出、由布市長。 

 内容を御説明いたします。予算書の事項別明細書６ページから７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入ですが、３款２項３目につきましては、令和元年１０月実施予定の介護職員のさら

なる待遇改善と消費税率引き上げに伴い、介護報酬改定が行われることになっております。 

 その対応のためのシステム回収費につきまして、事務費の国庫負担分の予算措置をお願いする

ものです。補助率は２分の１となっております。 

 ７款１項３目につきましては、介護報酬改定対応に係る事務費の増額と普通旅費を減額しまし

て、合計で１６万１,０００円の減額をお願いするものです。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出ですが、１款１項１目一般管理費ですが、普通旅費を減額しまして、先ほど説明しました

介護報酬改定対応に係る委託料を増額し、合計で６万円の減額をお願いするものです。 

 以上で、介護保険特別会計補正予算（第２号）の詳細説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、６月１８日、午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分提出締め切りは、６月１７日の正午まで、議案質疑に係る発言通

告書の締め切りは、１９日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

 本日は、これにて散会します。御苦労さまでございました。 

午前11時40分散会 

────────────────────────────── 

 


